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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本紙に掲載されている記事は、内容(期日や施設等)が変更または中止となる場合があります。
また、日程により、閉館や利用の縮小をしている施設等もあります。最新情報は各申込先・問合せ先へご確認ください。ご注意ください

区の世帯と人口（2月1日現在）

世帯 15万7126（＋ 111）
人口 27万5882（＋  158）
男 13万6263（＋   30） ＊住民基本台帳による

女 13万9619（＋ 128） ＊（　）内は前月比

健康長寿は歯と口の健康から
後期高齢者歯科健康診査

噛
か
む・飲み込むなどの口の働きは、加齢とと

もに弱まるため、早めの対応により、維持する
ことが大切です。区では、後期高齢者歯科健康
診査を実施しています。歯科健診を受けて、食
べる楽しみと全身の健康を維持しましょう。
　対象の方には、誕生月の下旬に健診票等をお
送りしています。届いていない場合や紛失した
場合は、すみだ�けんしんダイヤルへご連絡くだ
さい。
[対象]区内在住で75歳・77歳・79歳の方 [費用]
無料 [実施場所]区内実施歯科医療機関　＊健診
票に同封の一覧表を参照 [問合せ] ▼ すみだ� け
んしんダイヤル☎6667－1127　＊受け付けは
月曜日～金曜日の午前9時～午後6時(祝日・年
末年始を除く)　＊聴覚に障害等のある方は
FAX��6862－6571へ　 ▼保健計画課健康推進担当
☎5608－1462

ご協力ください
緑化ボランティアに関する
アンケート調査

現在、緑化ボランティア(緑と花のサポーター)
の皆さんが、緑に関する知識と経験を活

い
かし、

町会の方などを対象に植栽管理等をサポートし

ています。さらに幅広い世代の方に、緑を身近
に感じる機会を増やすため、緑化ボランティア
についてのアンケート調査を実施します。回答
のご協力をお願いします。
[回答期間]3月7日まで [回答方法]コー
ドを読み取り、各項目を回答[問合せ]環
境保全課緑化推進担当☎5608－6208

あなたは大丈夫？考えよう！インターネットと人権

人 権 コ ラ ム �

　現代社会では、インターネットは身近なも
のとなっており、SNSや動画共有サイト等の
ソーシャルメディアの利用者も増加しています。
　しかし一方で、インターネット上でのプラ
イバシーの侵害や名誉棄損等の人権を軽視し
た行為が、社会的な問題となっています。また、
SNSや掲示板で、特定の民族や国籍の人々を
排斥する「差別的言動(いわゆるヘイトスピー
チ)」や、部落差別(同和問題)に関する悪質な
書き込み等も発生しています。最近では、な
りすましや、発信元を特定できない形での書
き込みなど、手段が悪質で巧妙なものもあり
ます。
　インターネットを使用する際は、根拠のな

い情報やうわさ話を拡散しないよう、冷静な
行動を取ることが大切です。また、インター
ネット上では、情報発信の容易さや匿名性から、
無意識のうちに相手を傷つけてしまう場合が
あります。LINE等の無料通話アプリやSNSな
どを利用するときは、普段以上に相手への配
慮を心掛けましょう。顔が見えないからこそ、
その言葉を直接相手に伝えた場合、相手はど
う思うかを考えてみることが大切です。
注 �部落差別(同和問題)とは、日本社会の歴史的発展の
過程で形成された人々の意識に起因する差別が、様々
な形で現れている人権問題のことです。

[問合せ]人権同和・男女共同参画課人権同和
担当☎5608－6322

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給墨田区国民健康保険または、東京都後期高齢者医療制度の被保険者の方へ

受給には申請が必要です。受給を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

墨田区国民健康保険または東京都後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染
が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない期間について、傷病手当金を支給します(個人事業主・フリーランスは除く)。
[対象]次の全ての要件を満たす方 ▼墨田区国民健康保険または東京都後期高齢者医療制度の被保険者である　 ▼給与等の支払いを受けている被用者
である　 ▼新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない　 ▼労務に
服することができない期間について給与の全額または一部が支給されない [支給期間]労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過
した日から労務に服することができない期間 [支給額]直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数　＊上限あ
り [適用期間]令和2年1月1日～4年3月31日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は、最長1年6か月まで）

墨田区コロナワクチン
接種問い合わせダイヤル
☎0120－714－587
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保管をお願いします
新型コロナウイルスワクチン

予防接種済証
　接種券に付随している、新型コ
ロナウイルスワクチン予防接種済
証の紛失により、再発行を希望す
る方が増えています。ワクチン接
種を終了した後も保管をお願いし
ます。また、ワクチン接種に関する
最新情報は2月9日発行の新型コロ
ナワクチン接種特集号や区ホーム
ページをご覧ください。

墨田区新型コロナ
ワクチン接種広報
大使「わく丸」

墨田区新型コロナ
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[問合せ]国保年金課こくほ給付係
☎5608－6123

[問合せ]広域連合お問合せセンター
  ☎0570－086－519・℻0570－086－075

＊受け付けは月曜日～金曜日の午前9時～午後5時（祝日・年末年始を除く）
東京都後期高齢者医療制度

の被保険者
墨田区国民健康保険

の被保険者

新型コロナウイルス感染症の電話相談窓口
以下の情報は、2月16日時点のものです

[問合せ]保健予防課感染症係☎5608－6191
＊新型コロナウイルス感染症に関する最新情報は区ホームページを参照 区HP

一般的な相談窓口
　新型コロナウイルス感染症の特徴・予防方
法、心配な症状が出たときの対応など
厚生労働省「新型コロナウイルス
感染症に関する電話相談窓口」
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フリーダイヤル

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来所相談は
行っていません。ご理解・ご協力をお願いします。

発熱などの症状がある方の相談先

必ず電話で日頃受診している医療機関にご相談ください。
かかりつけ医がいる場合

東京都発熱相談センター
☎5320－4592または☎6258－5780

24時間対応(土・日曜日、祝日を含む)

墨田区後遺症相談センター☎5608－1443
月曜日～金曜日の午前9時～午後5時(祝日を除く)

墨田区発熱・コロナ相談センター☎5608－1443
月曜日～金曜日の午前9時～午後5時(祝日を除く)

診療や検査が可能な地域の医療機関をご案内します。

電話の際に、「後遺症の相談」とお伝えください。

＊�新型コロナウイルス感染症による不安やストレスなど
についても相談可　＊混雑時は電話がつながりにくい
場合あり　＊診察が可能な区内の医療機関の一覧は区
ホームページでも閲覧可

かかりつけ医がいない場合や相談先に迷う場合

後遺症にお悩みの方の相談先

都「新型コロナ・オミクロン株コールセンター」
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広告 スマホの料金、見直しませんか？　J：COMなら月額980円から。5Gもスタート。詳しくは☎0120－938－362（9：00～18：00)

2 墨田区のお知らせ

　　区ホームページで検索する場合は、「記事のタイトル」で検索HPぽけっと
（区主催以外）暮らし
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本紙に掲載されている記事は、内容(期日や施設等)が変更または中止となる場合があります。
また、日程により、閉館や利用の縮小をしている施設等もあります。最新情報は各申込先・問合せ先へご確認ください。ご注意ください

創業者を応援します
墨田区の創業支援等事業

区では、創業支援機関と連携し、創業を考えて
いる方や創業して間もない方を対象とした融資
のあっせんやセミナーの開催等の支援
事業を行っています。詳細は問い合わ
せるか、区ホームページをご覧ください。
■チャレンジ支援資金
　創業時の資金として利用できる「チャレンジ
支援資金」の融資あっせんを行っています。
[ 融資限度額 ]1750万円 [ 利率 ]2.0％　＊うち
1.8％を区が補助 [ 返済期間 ]7年以内　＊据置
期間(12か月以内)を含む [申込み]申込用紙と
必要書類を直接、経営支援課経営支援担当(区
役所14階)☎5608－6183へ　＊申込
用紙は申込先で配布しているほか、区
ホームページからも出力可
■すみだビジネスサポートセンター
　経験豊富なコーディネーターに無料で、ビジ
ネスに関する相談ができます。
[問合せ]すみだビジネスサポートセンター(区
役所1階)☎5608－6360
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[ 問合 せ ]経営支援課経営支援担当☎5608－
6183

ぜひ、ご利用ください
区総合運動場の会議室・調
理室・多目的室

区総合運動場(堤通2－11－1)では、各施設を5人
以上の団体に貸し出しています。また、団体予約が
ない場合には個人にも貸し出しています(毎月第2火
曜日、年末年始を除く)。空き状況や内容等の詳細は
問い合わせるか、フクシ・エンタープライズ墨田フィー
ルド(区総合運動場)のホームページをご覧ください。
■会議室A・B、調理室(団体利用)
　会議、研修、軽い運動等を行う場所として利
用できます(会議室A・Bと調理室をつなげる
ことも可能／Wi-Fi完備)。
[利用時間]午前9時～午後9時　＊奇数時間から
利用開始[対象]区総合運動場に登録がある5人以
上の団体　＊登録方法の詳細は問合せ先へ[定員]

▼会議室A＝36人　 ▼会議室B＝27人[費用]1室
2時間1800円　＊区外の団体は2700円[申込み]
事前に問合せ先へ　＊フクシ・エンタープライズ
墨田フィールドのホームページからも申込可
■会議室A・B(個人利用)
　卓球をする場所として利用できます。
[定員]卓球台1台につき4人 [費用]1時間 ▼小・
中学生＝50円　 ▼高校生以上＝100円 [申込み]
利用希望日の3日前から問合せ先へ　＊空きがあ
れば当日も受け付け可　＊最大2時間まで利用可
■多目的室(個人利用)
　ストレッチ、自重トレーニング、ヨガ、ダンス
等の練習をする場所として利用できます(壁面
に鏡完備)。1人～4人で利用でき、会場の定員
20人に達するまで、ほかの利用者との共用にな
ります(5人以上での利用は団体登録が必要)。
[費用]2時間200円　＊団体の利用状況によって
2時間利用できない場合あり[申込み]利用希望日
に空き状況を問合せ先へ確認のうえ、直接会場へ
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[問合せ]フクシ・エンタープライズ墨田フィー
ルド☎3611－9070

対象者の医療と介護の費用負担を軽減します
高額医療・高額介護合算制度

医療保険の医療費や介護保険の介護サービス
費等について、１か月ごとの自己負担限度額を超
えて支払った場合、超えた金額が「高額療養費」
または「高額介護（予防）サービス費」、「高額介護
予防サービス費相当」として、それぞれの保険か
ら支給されます。
これに加え、同じ医療保険に加入している世帯
において、医療費・介護（予防）サービス費等の自
己負担の年間合計額が世帯の限度額を超えた場
合、超えた分が「高額医療・高額介護合算制度」
に基づき、それぞれの保険から支給されます。
国民健康保険または後期高齢者医療制度の加
入者で、この制度の対象者には、3月以降に申請
書をお送りします。
なお、計算期間内に、転職・転入等で加入する
医療保険や介護保険の変更があった方には、申請
書をお送りできない場合があります。これは、申
請時に変更前の医療保険や介護保険の「自己負担
額証明書」が必要となることがあるためです。詳
細はお問い合わせください。
[計算期間]令和2年8月～3年7月末の1年間 [対
象]同一世帯の同じ医療保険に加入している方（合
算対象者）で、次の全ての要件を満たす方 ▼合算
対象者のいずれかに医療保険の医療費および介
護保険の介護サービス費等の自己負担額がある　

▼計算期間内における医療保険の医療費と介護
保険の介護サービス費等の自己負担の合計額(高
額療養費、高額介護サービス費等、入院または入
所時の食費・居住費・差額ベッド代等を除く)
から、所得区分に応じた自己負担限度額（右表の
とおり）を差し引いた後の額が500円を超える[問
合せ] ▼ 国民健康保険について＝国保年金課こ
くほ給付係☎5608－6123　 ▼後期高齢者医療

制度について＝国保年金課長寿医療（後期高齢者
医療）資格･給付担当☎5608－6192　 ▼介護
保険について＝介護保険課給付・事業者担当
☎5608－6149　＊国民健康保険と後期高齢者
医療制度以外の医療保険に加入している方の申
請方法等は、各医療保険者へ
■国民健康保険＋介護保険（69歳以下の方の世帯）

所得区分 自己負担限度額
所得901万円超および未申告 212万円

所得600万円超～901万円以下 141万円

所得210万円超～600万円以下 67万円

所得210万円以下 60万円

住民税非課税世帯 34万円

■�国民健康保険＋介護保険（70歳～74歳の方の
世帯）および後期高齢者医療制度＋介護保険
（75歳以上の方の世帯）

所得区分 自己負担
限度額

現役並み所得Ⅲ(課税所得690万円以上) 212万円

現役並み所得Ⅱ(課税所得380万円以上) 141万円

現役並み所得Ⅰ(課税所得145万円以上) 67万円

一般(住民税課税世帯) 56万円

住民税非課税世帯 区分Ⅱ 31万円

区分Ⅰ 19万円

注�区分Ⅰは、世帯全員が住民税非課税かつ各世帯員の年金
収入が80万円以下で、その他の所得がない方(給与所得
がある場合は10万円を控除)または老齢福祉年金を受給
している方です。

注�区分Ⅱは、世帯全員が住民税非課税で、区分Ⅰに該当し
ない方です。

[とき]4月～令和5年2月(新型コロナウイルス感
染症の影響により、変更する場合あり)　＊8月
を除く　＊曜日・時間等は下表のとおり　＊公
園会場は雨天等の場合、振替日に実施 [内容]介
護予防体操、脳トレ、体力測定等　＊運動強度
は全て「普通」[対象]区内在住の65歳以上で、
医師から運動を制限されていない方　＊本教室

教室修了後は介護予防自主グループとしての継続をめざします
介護予防サポーターによる「げんき応援教室」(各会場全20回)

会場 曜日（原則） 時間 定員
千歳集会所（千歳2－2－5） 第1・3金曜日 ▼第1部＝午後1時半～2時半 各部12人

▼第2部＝午後3時～4時

本所地域プラザ（本所1－13－4） 第1・3金曜日 午前10時～11時 12人

業平三丁目集会所（業平3－2－5） 第2・4木曜日 ▼第1部＝午前10時～11時 各部12人

▼第2部＝午後1時半~2時半

小梅児童遊園（向島1－33－3） 第1・3・5月曜日 午前10時～11時　＊6月～9月は午前9
時半～10時半

15人

京島第一集会所（京島3－3－6） 第2・4火曜日 午前10時～11時　 15人

東白鬚公園 南入口広場（堤通二丁
目）

第1・3・5水曜日 午前10時～11時　＊6月～9月は午前9
時半～10時半

20人

ぶんか高齢者支援総合センター(文
花1－29－5）

第 2・4 火 曜 日　
＊水曜日に実施す
る月あり

▼第1部＝午後1時半～2時半 各部15人

▼第2部＝午後3時～4時

八広はなみずき高齢者支援総合セン
ター（八広5－18－23）

第1・3・5水曜日 ▼第1部＝午前9時半～10時半 各部15人

▼第2部＝午前11時～正午

未受講者を優先　＊ほかにも条件あり [定員]
各会場12人～20人(抽選)[費用]無料 [申込み]
教室名、希望する会場・部(2部制の場合のみ)、
住所、氏名(フリガナ)、年齢、電話番号を、直接
または電話、ファクスで3月11日までに高齢者福
祉課地域支援係(区役所4階)☎5608－6178・
FAX5608－6404へ　＊1人1会場のみ申込可

広告 墨田区の工務店　雨漏りのプロ！　地域密着型で施工後も安心！　■東洋堂ハウスSP■　押上支店☎03－5637－7497
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